
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 災害に遭った場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：自宅が地震や火災などで損害を被った

場合、どのような救済措置がありますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次の措置があります。 

【解説】  

住宅や家財が地震や火災、風水害などの災

害によって損害を受けたときは、確定申告を

行うことによって、所得税法の雑損控除か災

害減免法のいずれか有利な方法を選択して適

用を受けることができます。 

２つの方法には、次のような違いがありま

す。 

①対象となる資産の範囲 

雑損控除…住宅や家財を含む生活に通常必

要な資産 

災害減免法…住宅又は家財の損失額が、そ

の価額の２分の１以上 

②控除額又は減免額 

雑損控除…次のいずれか多い金額 

・損失額－所得金額の1/10 

・損害額のうちの災害関連支出の金額－５

万円 

災害減免法…その年分の所得金額に応じ次

の金額 

 ・500万円以下→全額免除 

 ・500万円超750万円以下→1/2 

 ・750万円超1,000万円以下→1/4 

 ・1,000万円超→軽減されず 

③参考事項 

雑損控除…控除不足は３年間繰越できる 

災害減免法…繰越不可    
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